
財産の売却に係る一般競争入札

次のとおり、一般競争入札により契約を締結するので公表する。

令和４年８月３１日

地方独立行政法人青森県産業技術センター
理 事 長 坂田 裕治

１ 一般競争入札に付する事項
次に掲げる土地、建物の売却

物件 物件所在地 登記 現況 面積(㎡) 予定価格(円)
番号 地目 地目

４－１ 十和田市大字相坂字相坂
182番 畑 畑 557.00 15,660,000
183番3 田 田 8,000.00
184番1 畑 田 5,107.00
185番 畑 田 3,093.00
188番1 畑 畑 2,240.00
190番1 畑 畑 3,142.00
194番 畑 田、畑 7,181.00
195番1 畑 畑 3,162.00
196番 畑 畑 1,349.00
199番1 畑 田、畑 5,294.00
199番4 宅地 宅地 534.27
(堆肥舎) (建物) (97.20)
287番1 道路 道路 482.00

４－２ 十和田市大字相坂字相坂 2,250,000
179番8 畑 畑 1,220.00
179番9 畑 畑 691.00
179番21 雑種地 畑 1,753.00
179番26 雑種地 畑 834.00
179番27 雑種地 畑 1,251.00

４－３ 十和田市大字相坂字相坂 1,460,000
179番28 雑種地 畑 300.00
179番29 雑種地 畑 3,449.00

２ 入札に参加する者に必要な資格
一般競争入札は、個人、法人を問わず事前に十和田市農業委員会に農地法第３条

許可申請の手続を行い買受適格者証明書の発行を受けた方で、次のいずれかに該当
する方を除き参加することができます。

○ 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者
○ 破産者で復権を得ない者
○ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）
第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者

３ 入札参加申込みに必要な書類
（１）一般競争入札参加申込書兼入札保証金提出書用紙（様式１）
（２）身分を証する書類

・個人の場合 住民票抄本
・法人の場合 役員等一覧（様式２）及び法人登記簿謄本（現在事項全部証明書）

（３）農地法第３条に係る買受適格者証明書の写し



（４）入札保証金を振り込んだ際の証拠となる書類（振込票原本等）
（５）委任状（代理人による入札の場合）
（６）委任者・受任者の印鑑証明書（代理人による入札の場合）

４ 入札受付期間及び場所
（１）受付期間 令和４年１０月２１日（金）午前９時から

令和４年１１月 ４日（金）午後５時まで（必着）
（２）受付場所 青森県黒石市田中８２－９

地方独立行政法人青森県産業技術センター
農林総合研究所 総務調整室（２階）
電話 ０１７２－５２－４３４６

※ 郵送（簡易書留）又は持参により、受付期間内に入札してください。
※ 入札参加者は、事前に入札関係書類の交付を受けてください。

５ 開札日時及び場所
（１）開札日時 令和４年１１月１１日（金）午後１時から
（２）開札場所 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢91

地方独立行政法人青森県産業技術センター 野菜研究所
電話 ０１７６－５３－７１７１

※ 物件ごとに開札し、落札者を決定します。

６ 入札保証金及び契約保証金
（１）入札保証金は、入札額(税抜)の１００分の５以上に相当する金額
（２）契約保証金は、契約額(税込)の１００分の５以上に相当する金額

７ 契約の締結
落札決定の日から１５日以内とする。
なお、契約締結後、農地法（昭和２７年法律第２２９号）第３条第１項の許可を

受けることを停止条件とする。

８ 売買代金の納付
売買代金は、農地法許可取得後３０日以内に納付することとし、売買代金と納付

済みの契約保証金との差額を一括納付することとする。

９ 所有権の移転等
（１）売買物件の所有権

売買物件の所有権は、売買代金が完納されたときに移転するものとし、所有権が移
転したときに売買物件の引渡しがなされたものとする。

（２）所有権の移転登記
所有権の移転登記は、落札者が行うこととし、移転登記に係る登録免許税や住

所証明書などの登記に要する費用は、落札者の負担とする。

10 その他
（１）入札に参加する者に必要な資格のない者の入札、及び入札に関する条件に違反

した入札は、無効とします。
（２）物件の引渡しは、現状有姿により行うので、入札参加者は、必ず入札前に現地

の確認してください。なお、現地説明会は実施しないので、現地確認を希望する
場合は、問合せ先まで連絡してください。

（３）その他詳細については、「農林総合研究所旧藤坂稲作部北ほ場（農地分）売却
に係る入札案内書」を確認してください。

【 問合せ・申込先 】

〒０３６－０５２２ 青森県黒石市田中８２－９
地方独立行政法人青森県産業技術センター
農林総合研究所 総務調整室 （２階）
電 話 ０１７２－５２－４３４６

※地方独立行政法人青森県産業技術センターホームページにも掲載しています。



農林総合研究所旧藤坂稲作部北ほ場（農地分）の売却に係る

入札案内書

令和４年度 第１回入札分

〒０３６－０５２２ 青森県黒石市田中８２－９

地方独立行政法人青森県産業技術センター

農林総合研究所 総務調整室

電 話：０１７２－５２－４３４６

ＦＡＸ：０１７２－４０－４１６１
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は じ め に

○ 地方独立行政法人青森県産業技術センター（以下「センター」。）では、次の財産を
一般競争入札により売却します。

○ この一般競争入札は、申込者の価格競争により、センターがあらかじめ定めた予定価
格以上の最も高い金額で申込みした方に売却するものです。

○ 一般競争入札への参加を希望する方は、この「入札案内書」をお読みの上、参加し
て下さい。なお、各物件とも農地を含んでいますので、農地法第３条の許可（買受適
格証明書）を受けることが必要です。

売却物件一覧表

物件 物件所在地 登記 現況 面積(㎡) 予定価格(円)
番号 地目 地目

４－１ 十和田市大字相坂字相坂
182番 畑 畑 557.00 15,660,000
183番3 田 田 8,000.00
184番1 畑 田 5,107.00
185番 畑 田 3,093.00
188番1 畑 畑 2,240.00
190番1 畑 畑 3,142.00
194番 畑 田、畑 7,181.00
195番1 畑 畑 3,162.00
196番 畑 畑 1,349.00
199番1 畑 田、畑 5,294.00
199番4 宅地 宅地 534.27
(堆肥舎) (建物) (97.20)
287番1 道路 道路 482.00

４－２ 十和田市大字相坂字相坂 2,250,000
179番8 畑 畑 1,220.00
179番9 畑 畑 691.00
179番21 雑種地 畑 1,753.00
179番26 雑種地 畑 834.00
179番27 雑種地 畑 1,251.00

４－３ 十和田市大字相坂字相坂 1,460,000
179番28 雑種地 畑 300.00
179番29 雑種地 畑 3,449.00

※物件の内容については、別添「入札案内書別冊 物件調書」を参照してください。
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書類交付から所有権移転まで

１ 入札関係書類の交付

入札参加者は、地方独立行政法人青森県産業技術センターより入札関係書類を
受領してください。
【〒036-0522】青森県黒石市田中82-9

地方独立行政法人青森県産業技術センター 農林総合研究所
TEL 0172-52-4346 FAX 0172-40-4161
URL https://www.aomori-itc.or.jp（ダウンロード可）

２ 現地確認

入札参加者は、必ず入札前に現地の確認をしてください。

３ 入札

郵送又は持参により、受付期間内に入札してください。
受付期間 令和４年１０月２１日（金）午前９時から

令和４年１１月 ４日（金）午後５時まで（必着）
※ 入札保証金（入札金額の100分の5以上）の納付が必要です。
※ 農地法第３条の許可（買受適格者証明書）が入札参加資格となります。

十和田市農業委員会受付締切日 令和４年９月２６日（月）

４ 開札

物件ごとに開札し、落札者を決定します。
開札日時 令和４年１１月１１日（金）午後１時から
開札場所 地方独立行政法人青森県産業技術センター 野菜研究所

青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢91 TEL 0176-53-7171

５ 契約の締結

落札者は、落札決定の日から１５日以内に当センターと契約書を取り交わします。

６ 売買代金の支払

売買代金の支払は、契約締結日から３０日以内となります。

７ 所有権の移転等

所有権の移転登記は、落札者が行うこととし、移転登記に係る登録免許税や住所
証明書などの登記に要する費用は、落札者の負担となります。
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１ 入札関係書類の交付

（１）入札関係書類の交付
入札参加者は、次の入札関係書類の交付を受けてください。
（入札関係書類）
ア 入札案内書（物件調書含む）
イ 一般競争入札参加申込書兼入札保証金提出書用紙（様式１）

※法人の場合は役員等一覧用紙（様式２）
ウ 入札書用紙
エ 委任状用紙
オ 封筒（入札書提出用、入札関係書類郵送用）
カ 農地法第3条に係る所有権移転様式（十和田市農業委員会提出用）

（２）入札参加資格
一般競争入札は、個人、法人を問わず事前に十和田市農業委員会に農地法第３条許

可申請の手続を行い買受適格者証明書の発行を受けた方で、次のいずれかに該当する
方を除き参加することができます。
○ 一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者
○ 破産者で復権を得ない者
○ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条
第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者
なお、警察当局から排除要請がある者とは、次の要件のいずれかに該当するも

のとして警察当局から排除要請を受けた者をいいます。
・ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規

定する暴力団員をいう。）であると認められるとき。
・ 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴

力団の威力を利用したと認められるとき。
・ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与（以下「金品

等の供与」という。）をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的
で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。

・ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に
資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。

・ 暴力団員と交際していると認められるとき。
・ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。

２ 現 地 確 認

売却物件の引渡しは現状有姿により行いますので、入札参加者は、必ず入札前に現
地の確認をしてください。
なお、現地説明会は実施しませんので、現地確認を希望する場合は、問合せ先まで

連絡してください。
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３ 入 札

（１）入札受付期間及び場所
○ 受付期間 令和４年１０月２１日（金）午前９時から

令和４年１１月 ４日（金）午後５時まで（必着）
○ 受付場所 青森県黒石市田中８２－９

地方独立行政法人青森県産業技術センター
農林総合研究所 総務調整室
電話 ０１７２－５２－４３４６

※ 郵送又は持参により、受付期間内に入札してください。

（２）入札手続
○ 入札保証金の納付
・ 入札に参加する前に、入札保証金として入札金額の100分の5以上（円未満切
り上げ）に相当する金額を、最寄りの金融機関からセンターが指定する次の口
座に振り込んでください。
なお、振込手数料は入札参加者の負担になります。

振込先口座 青森銀行 黒石支店 普通口座 １２３０５９１
ﾁﾄﾞｸ）ｱｵﾓﾘｹﾝｻﾝｷﾞｮｳｷﾞｼﾞｭﾂｾﾝﾀｰ

口座名義人 地方独立行政法人青森県産業技術センター
理事長 坂田裕治

※ 複数物件の入札に参加する場合は、まとめず物件ごとにそれぞれ納付してく
ださい。
入札保証金の額が不足する場合は、入札が無効になりますので注意してくだ

さい。
※ 入札保証金の納付の際は、納付者の住所、氏名、納付年月日及び納付金額を
事前に農林総合研究所総務調整室担当者まで連絡してください。

※ 落札者の入札保証金は、売買契約締結後に返還又は契約保証金への充当の手
続となりますが、落札者以外の方の入札保証金は、入札終了後に返還の手続を
行います。なお、返還手続に２週間程度の期間を要しますのでご了承ください。

○ 入札書等の提出方法
① 「入札書」に必要事項を記載・押印し、「入札書提出用封筒」に入れて封を
してください。

② 「一般競争入札参加申込書兼入札保証金提出書」（及び法人の場合は「役員
等一覧」）に必要事項を記載・押印し、入札保証金を振り込んだ際の証拠とな
る書類、住民票抄本（及び法人の場合は法人登記簿謄本「現在事項全部証明
書」）を添付してください。

③ 代理人が入札する場合は、「委任状」に必要事項を記載・押印し、委任者及
び受任者の印鑑証明書（発行後３か月以内のもの）を添付してください。

④ 上記①～③を「入札関係書類郵送用封筒」に入れて封をし、封筒裏面に、住
所、氏名を記載した上で、持参又は簡易書留郵便により郵送して下さい。
（別添「入札書等の提出方法」を参照してください。）

○ 入札の注意事項
・ 入札には、交付された入札関係書類を使用してください。
・ 入札書の押印漏れや金額の誤記のないよう注意してください。
・ 使用印鑑は、印鑑登録さている印鑑（実印）を使用してください。
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・ 入札受付期間内に到着しない入札は受付できませんので、あらかじめ余裕を
持って提出してください。

・ 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
・ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札金額とするの
で、入札書には、必要に応じて消費税相当額を含む契約希望金額を記載してく
ださい。

（３）入札の無効
次の入札は無効とします。
・ 入札参加資格がない者がした入札
・ 同一の物件について二以上の入札をした者の入札
・ 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正
の行為によって行われたと認められる入札

・ 入札書の金額、氏名、印影、若しくは重要な文字の誤脱又は識別しがたい入
札又は金額を訂正した入札

・ 入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付額が不足である者のした入
札

・ 入札受付締切日までに入札関係書類が到達しない入札
・ 入札関係書類に虚偽の記載がある入札
・ 予定価格に達しない入札
・ その他入札条件に違反した入札

４ 開 札

（１）開札
○ 開札日時 令和４年１１月１１日（金）午後１時から
○ 開札場所 上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢91

地方独立行政法人青森県産業技術センター 野菜研究所
電話 ０１７６－５３－７１７１

○ 開札の立会い
入札参加者の開札の立会いは自由です。当日午後１２時４５分までに２階大会

議室へお集まりください。
（入札参加者及びその関係者以外の方は、開札会場への入場はできません。）

（２）落札者の決定
物件ごとに開札し、落札者を決定します。

（３）落札者の決定
有効な入札を行った者のうち、入札書に記載された金額がセンターの定める予定価

格以上で、かつ最高の価格をもって入札した者を落札者とします。
なお、落札となるべき同価格の入札者が２人以上いるときは、直ちにくじによっ

て落札者を決定します。
（４）開札結果の通知

開札結果は、文書により入札参加者全員（開札に立ち会った者を除く。）に通知し
ます。
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５ 契 約 の 締 結

（１）契約の説明
落札者決定後には、落札者に対して契約手続の説明を行い、必要な書類を交付しま

す。

（２）契約の締結
落札者は、落札決定の日から１５日以内に別記財産売買契約書により、センターと

売買契約を締結しなければなりません。期限までに契約を締結されない場合は、落札
は効力を失い、入札保証金はセンターに帰属します。

（３）契約保証金の納付
契約を締結する際には、売買代金の100分の5以上の契約保証金をお支払いいただ

きます。なお、納付済の入札保証金は契約保証金に充当することができます。

（４）費用の負担
売買契約書に貼付する収入印紙など、契約の締結に関して必要な費用は、落札者の

負担となります。

（５）農地法の特約
農地法（昭和２７年法律第２２９号）第３条（耕作目的で農地につき、所有権を移

転する場合）申請により、売買契約締結後、農地法第３条第１項の許可を受けること
を停止条件とします。

６ 売買代金の支払

（１）売買代金は、農地法許可取得後３０日以内に納付しなければなりません。
納付の際に、売買代金と契約保証金の差額を納付することになります。なお、納付

に当たっては、最寄りの金融機関からセンターの指定する口座に振り込みしていただき
ます。

（２）期限までに売買代金の納付がなく、売買契約が解除となった場合は、契約保証金は
センターに帰属します。

７ 所有権の移転等

（１）売買物件の所有権
売買物件の所有権は、売買代金が完納されたときに移転するものとし、所有権が移

転したときに売買物件の引渡しがなされたものとします。

（２）所有権の移転登記
所有権の移転登記は、落札者が行うこととし、移転登記に係る登録免許税や住所証

明書などの登記に要する費用は、落札者の負担となります。



- 7 -

８ そ の 他

（１）売買契約締結後に、売買物件に数量等に関して契約の内容に適合しない状態がある
ことを発見した場合においても、契約の解除、売買代金の減額、損害賠償の請求をす
ることはできません。ただし、消費者契約法（平成１２年法律第６１号）の適用を受
ける場合は、土地についてのこの契約の内容に適合していない事由に限り物件引渡し
の日から２年間、売買代金の減額又は補修工事のみの責を負うものとします。
なお、売却物件上の建物については、経年劣化や法改正による既存不適格などによ

り通常の使用は保証されませんので注意してください。
（２）建物の建築等の際には、建築基準法等の法令、県、市町村の条例等による制限や負

担金等が必要となる場合がありますので、事前に関係機関に相談の上、内容の確認を
お願いします。

（３）財産売買契約では、契約締結の日から１０年間、暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団若しくは法
律の規定に基づき、公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されてい
る者の事務所その他これに類するもの、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に
関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第
５項に定める性風俗関連特殊営業その他のこれらに類する業の用に供すること、及び、
これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、又は売買物件を
第三者に貸すことは禁止されます。

（４）売買物件の使用に当たっては、近隣住民その他第三者との間で紛争が生じないよう
留意するとともに、紛争が生じた場合には、誠実に対応し、自らの責任において解決
してください。

（５）現状有姿での引渡しとなります。物件内に残置物がある場合でも、センターは撤去
をいたしません。

（６）図面等の資料と現況に差異がみられる場合には、現況を優先します。
（７）入札参加に当たっては、本物件における、物件の権利関係、都市計画法・建築基準

法等の法令上の制限、私道負担、隣地との境界確認状況、建物及び設備の現状・将来
の見通し等につき十分に確認するとともに、売却条件を十分承知した上で入札参加を
お願いします。なお、入札参加を検討するに当たって生じる費用は全て入札参加者の
負担となります。センターは一切の負担を負いません。

（８）落札者が購入後、本物件について開発行為を行う場合は、全て落札者の責任と負担
において行うものとします。開発行為の許可等を売買の条件とすることはできません。
また、開発行為の許可の可否について、センターは一切の責任を負いません。

（９）不正の入札が行われる恐れがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない
理由が生じた場合には、入札の中止又は入札期日を延期することがあります。入札の
中止又は入札期日の延期により入札参加者等に損害が発生した場合、損害の種類・程
度に関わらず、センターは一切の責任を負いません。

物 件 調 書

別添「農林総合研究所旧藤坂稲作部北ほ場（農地分）売却に係る入札案内書 別冊」
のとおり
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【 問合せ先・申込先 】

〒０３６－０５２２ 青森県黒石市田中８２－９

地方独立行政法人青森県産業技術センター農林総合研究所 総務調整室 （２階）

電 話 ０１７２－５２－４３４６ ＦＡＸ ０１７２－４０－４１６１

ＵＲＬ ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ａｏｍｏｒｉ－ｉｔｃ．ｏｒ．ｊｐ



入札書等の提出方法

提出書類 ①入札書

②入札書提出用封筒

③一般競争入札参加申込書兼入札保証金提出書（別紙様式１）

④身分を証する書類

・個人の場合 住民票抄本

・法人の場合 役員等一覧及び法人登記簿謄本（現在事項全部証明書）

⑤農地法第３条に係る買受適格証明書の写し

⑥入札保証金を振り込んだ際の証拠となる書類（振込票原本等）

⑦委任状（代理人による入札の場合）

⑧委任者・受任者の印鑑証明書（代理人による入札の場合）

⑨入札関係書類郵送用封筒

③一般競争入札参加申込書兼入札保証金提出書（別紙様式１）

④身分を証する書類

①入札書 ・個人の場合 住民票抄本

・法人の場合 役員等一覧及び法人登記簿謄本

⑤農地法第３条に係る買受適格証明書の写し

⑨の封筒に入れる

②の封筒に入れる

②入札書提出用封筒 ⑥入札保証金を振り込んだ際の

※この封筒には入札 ※入札保証金は 入札金額の

書だけを入れて、 ５％以上が必要です。

封をしてください

⑨の封筒に入れる

⑨の封筒に入れる

（代理人による入札の場合）

⑦委任状

⑧委任者・受任者の印鑑証明書

⑨入札関係書類

郵送用封筒 ⑨の封筒に入れる

注）複数物件に入札参加する場合は、①②⑥をまとめず

それぞれ別に作成・振込してください。



　 　地方独立行政法人青森県産業技術センター

　農林総合研究所旧藤坂稲作部北ほ場（農地分）売却
　に係る入札案内書　別冊

物 件 調 書

　令和４年８月



４－１

地番 地目

182番 畑

183番3 田

184番1 畑

185番 畑

188番1 畑

190番1 畑

194番 畑

195番1 畑

196番 畑

199番1 畑

199番4 宅地

287番1 道路

総面積

地番 種類 延床面積(㎡) 築年

　 199番4 堆肥舎 97.20 S56.2.12

　

70% 200%

負担の有無 無 負担の内容 －

物　　件　　調　　書

物件番号

所在地 十和田市大字相坂字相坂

土　地

面積（㎡）

3,142.00

7,181.00

3,162.00

1,349.00

534.27

その他

・農業振興地域（農用地区域の指定無）
・文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地「相坂
（１）遺跡」、「相坂（２）」の北側に近接。

私道の負担等に関する事項

供
給
施
設
の
状
況

電気 無

上水道 無

下水道 無

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

都市計画区域区分 都市計画区域（区域区分のされていない区域）

用途地域 用途地域の指定無

建ぺい率

都市ガス 無

交通機関 －

学区 －

特
記
事
項

・農業を営む方のみへの販売となります。
　入札への参加を希望する方は、令和4年9月26日(月)までに十和田市農業委員会へ
農地法第3条による申請手続を行い、買受適格証明書の許可を受けてください。

容積率

557.00

8,000.00

5,107.00

3,093.00

2,240.00

5,294.00

－

予定価格 15,660,000円

接面道路の状況
　　舗装市道　　北西側　幅員6m
　　未舗装農道　北側　　幅員3m　北東側　幅員2.5m

482.00

40,141.27

工作物等

建　物

- 1 -



４－２

地番 地目

179番8 畑

179番9 畑

179番21 雑種地

179番26 雑種地

179番27 雑種地

総面積

　

　

70% 200%

負担の有無 無 負担の内容 －

物　　件　　調　　書

物件番号

所在地 十和田市大字相坂字相坂

土　地

面積（㎡）

834.00

1,251.00

5,751.00

建　物 －

工作物等 －

予定価格 2,250,000円

接面道路の状況
未舗装農道　　　南側　幅員2.5m
東側　幅員2.5m　西側　幅員2.5m

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

都市計画区域区分 都市計画区域（区域区分のされていない区域）

用途地域 用途地域の指定無

建ぺい率

その他

・農業振興地域（農用地区域の指定無）
・文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地「相坂
（１）遺跡」、「相坂（２）」の北側に近接。

学区 －

特
記
事
項

・農業を営む方のみへの販売となります。
　入札への参加を希望する方は、令和4年9月26日(月)までに十和田市農業委員会
へ農地法第3条による申請手続を行い、買受適格証明書の許可を受けてください。

私道の負担等に関する事項

供
給
施
設
の
状
況

電気 無

上水道 無

下水道 無

都市ガス 無

1,222.00

691.00

1,753.00

容積率

交通機関 －

- ２ -



４－３

地番 地目

179番28 雑種地

179番29 雑種地

総面積

　

　

70% 200%

負担の有無 無 負担の内容 －

物　　件　　調　　書

所在地 十和田市大字相坂字相坂

建　物

工作物等

土　地

都市計画区域区分

私道の負担等に関する事項

都市計画区域（区域区分のされていない区域）

用途地域の指定無

・農業振興地域（農用地区域の指定無）
・文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地「相坂
（１）遺跡」、「相坂（２）」の北側に近接。

容積率

用途地域

建ぺい率

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

その他

学区

特
記
事
項

・農業を営む方のみへの販売となります。
　入札への参加を希望する方は、令和4年9月26日(月)までに十和田市農業委員会
へ農地法第3条による申請手続を行い、買受適格証明書の許可を受けてください。

無

無

無

無

－

－

供
給
施
設
の
状
況

電気

上水道

下水道

都市ガス

交通機関

物件番号

未舗装農道　東側　幅員3.5ｍ　西側　幅員2.5m

面積（㎡）

300.00

3,449.00

3,749.00

－

－

予定価格 1,460,000円

接面道路の状況

- ３ -



公地 目田畑雑種地宅
地道 路計衆用公衆用
道路こう佳7587３３８５
８３３０３８

土地地番図（青森県産業技術センター農林総合研究所旧藤坂稲作部北ほ場）

物件４－１

物件４－３

物件４－２

地 目 登記簿面積 物件 登記簿面積
田 8,000.00 ㎡ ４－１ 40,141.27 ㎡
畑 33,038.00 ㎡ ４－２ 5,751.00 ㎡

雑種地 7,587.00 ㎡ ４－３ 3,749.00 ㎡
宅 地 534.27 ㎡
道 路 482.00 ㎡
計 49,641.3 ㎡ 計 49,641.27 ㎡

-  3  -



財産売買契約書（案） 

 

 

 

                 売主（甲）地方独立行政法人 

                         青森県産業技術センター 

 

         買主（乙）  

 

 上記当事者間において、財産の売買のため、次のとおり契約を締結した。 

 

（売買物件） 

第１条 甲は、その所有する別表に掲げる物件（以下「売買物件」という。）を現状有姿に

て乙に売り渡し、乙は、これを買い受けた。 
（売買対象面積） 

第２条 売買対象面積は、売買物件の登記簿面積とし、その面積が測量による面積と差異が

生じたとしても、甲乙互いに売買代金の変更その他何らの請求をしないものとする。 
（売買代金） 

第３条 売買代金は、金         円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

金        円）とする。 
（停止条件） 

第４条 この契約は、農地法（昭和２７年法律第２２９号）第３条第１項の許可を受けるこ

とを停止条件とし、甲及び乙は、この契約を締結後直ちに協力して当該許可の申請等の手

続を行うものとする。 
２ 前項の条件が成就しないことが確定したとき、甲は、乙が支払った契約保証金を返還す

る。ただし、当該返還金には利息を付さない。 

３ 前項の場合、甲は乙が負担したこの契約の費用及び乙が売買物件に支出した必要費、有

益費その他一切の費用を返還しない。 

（契約保証金） 

第５条 乙は、契約保証金として金         円を甲に納付した。 
２ 前項の契約保証金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。 

３ 第１項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 

４ 第１項の契約保証金は、乙が売買代金（遅延利息を含む。以下同じ。）を完納した後、

乙の請求により還付するものとする。ただし、売買代金が完納となる場合は、乙の申出に

より、契約保証金を売買代金に充当することができる。 

５ 乙が次条第１項に定める義務を履行しないときは、第１項の契約保証金は甲に帰属す



るものとする。 

（売買代金の納付等） 

第６条 乙は、売買代金を売買物件に係る農地法第３条第１項の許可のあった日から３０

日以内に納入期限までに甲に納付するものとする。 
２ 乙は、前項の期限までに売買代金を納付しなかった場合は、当該期限の翌日から納付し

た日までの日数に応じ、売買代金（既納額を控除した額）につき年 2.5 パーセントの割合

で計算して得た金額を遅延利息として甲に納付するものとする。この場合において、遅延

利息の額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その

全額又は端数を切り捨てるものとする。 

（所有権の移転時期等） 

第７条 売買物件の所有権は、乙が売買代金（遅延利息を含む。）を完納した時、乙に移転

するものとする。 
２ 甲は、前項の規定により売買物件の所有権が乙に移転した時に売買物件の引渡しがあ

ったものとする。 

（建物等の解体撤去費用の不請求） 

第８条 乙は、甲から売買物件の引渡しを受けた後において、建物、工作物等の解体、撤去、

処分等に要する費用があってもこれを甲に請求することができないものとする。 
（所有権の移転登記） 

第９条 売買物件の所有権の移転登記は、第７条第２項の規定による引渡しが完了した後、

乙が行うものとし、この場合において、登記に要する費用は、乙の負担とする。 
（契約不適合責任） 

第１０条 乙は、この契約締結後、売買物件に数量の不足その他この契約の内容に適合して

いない事由（土壌汚染、アスベスト、地中埋設物等を含む）があることを発見しても売買

代金の減額若しくは損害賠償の請求又はこの契約の解除をすることができないものとす

る。 
２ 前項の規定にかかわらず、この契約が消費者契約法（平成 12 年法律第 61 号）の適用

を受ける場合は、甲は、土地についてのこの契約の内容に適合していない事由に限り売買

物件引渡しの日から２年間、売買代金の減額又は補修工事のみの責めを負うものとする。 
（危険負担） 

第１１条 売買物件がその所有権の移転の時から引渡しの時までに、甲の責めに帰するこ

とができない理由により滅失し、又はき損した場合は、その滅失又はき損による損害は、

乙の負担とする。 
（公序良俗に反する使用等の禁止） 

第１２条 乙は、この契約の締結の日から１０年間、暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」と

いう。）若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが



指定されている者の事務所その他これに類するもの、若しくは風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第 2条第 1項に規定する風俗営業、

同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他のこれらに類する業の用に供し、又は

これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を

第三者に貸してはならない。 

（実地調査等） 

第１３条 甲は、乙の前条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めると

きは、実地調査を行うことができる。 

２ 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記簿抄本

その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。 

３ 乙は、正当な理由なく、前２項に定める実地調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は

報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

（違約金） 

第１４条 乙は、前２条に定める義務に違反した場合は、売買代金の３割に相当する額を違

約金として甲に支払わなければならない。 

２ 前項の違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。  

（契約の解除） 

第１５条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、この契約を解除すること

ができる。 
２ 甲は、乙（第１号から第５号までに掲げる場合にあっては、乙又はその支配人（乙が法

人の場合にあっては、乙又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所

の代表者））が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 
（１）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められるとき。 
（２）自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団

の威力を利用したと認められるとき。 
（３）暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与（以下「金品等の供

与」という。）をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得

ない金品等の供与をしたと認められるとき。 
（４）正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する

こととなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 
（５）暴力団員と交際していると認められるとき。 
（６）暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 

３ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害につい

て、何ら賠償ないし補償することを要しない。 
４ 乙は、甲が第２項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたと



きは、その損害を賠償するものとする。 
（返還金等） 

第１６条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。

ただし、当該返還金には利息を付さない。 
２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。 

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の

費用は償還しない。 

（乙の原状回復義務） 

第１７条 乙は、甲が第１５条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日ま

でに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に

回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 
２ 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損

害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければなら

ない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相

当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日

までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償） 

第１８条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損

害の賠償を請求できる。 
（返還金の相殺） 

第１９条 甲は、第１６条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第１

７条第２項又は前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する

売買代金の全部又は一部と相殺する。 
（契約の費用） 

第２０条 この契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。  

（管轄裁判所に関する合意） 

第２１条 甲及び乙は、本契約に関し当事者間で紛争が生じた場合、青森地方裁判所を専属

的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

 （協議事項） 

第２２条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議して

定めるものとする。 

 

 

 

 



 上記契約の成立を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙記名押印し、各自その１通

を保有するものとする。 

 

 

令和  年  月  日 

 

甲  黒石市田中８２－９ 

                        地方独立行政法人 

                         青森県産業技術センター 

                          理事長 坂田 裕治 
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別表 

 

１ 土地の表示 

連番 所  在  地 地  目 面  積 （㎡） 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

２ 建物等の表示 

（１）建物 

連番 所  在  地 種  類 構  造 床 面 積（㎡） 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

（２）その他 

 

 


